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札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備に係る外周フェンス等設置業務 

１ 目的 

札幌駅周辺においては、北海道新幹線建設事業に伴い、令和３年度をもって北６西１自転車

等駐車場、及び北６西２高架下路上自転車等駐車場が廃止となり、また、北５西１西２第一種

市街地再開発事業に伴い、北５西１暫定自転車等駐車場についても、令和５年度をもって廃止

する予定である。 

そのため、これらの代替となる自転車等駐車場（以下「駐輪場」という。）を札幌駅南口駅前

広場に整備することとして、駐輪場の外周フェンス、駐輪フェンス等を設置する。 

２ 業務実施期間 

契約締結日から令和６年３月 21 日（木）まで 

３ 業務履行箇所 

 札幌市中央区北５条西４丁目４(札幌駅南口駅前広場内) 

４ 本市支給品 

  駐輪フェンスの仕様については別図７のとおり。①～⑤については令和６年２月 28 日(水)ま

でに当該駐輪場に納入を予定しているため、運搬は不要である。 

  ※⑥は補修が発生した場合に必要枚数を支給 

№ 支給品名 規格等 数量 

① 駐輪フェンス（L＝1,000mm） H=900mm、ダークブラウン色 9 基 

② 駐輪フェンス（L＝1,500mm） H=900mm、ダークブラウン色 110 基 

③ 駐輪フェンス（L＝2,000mm） H=900mm、ダークブラウン色 5 基 

④ 駐輪フェンス（L＝3,000mm） H=900mm、ダークブラウン色 56 基 

⑤ 駐輪フェンス基礎 φ=360mm、H＝180mm 220 個 

⑥ 御影石 既存のものと同等品 ※ 

５ 作業内容 

  各設備の設置位置等については、別図を参照し、委託者と確認の上、作業を行うこと。 

 (1) 仮囲い及び敷鉄板の設置 

  ア 作業範囲の周囲に、第三者の立入りを防止することを目的として、仮囲い（L=221m）を設

置する。外周フェンスの設置の進捗に合わせて、盛替えを行う。 

  イ 札幌駅南口駅前広場内の、車両が走行することが想定される箇所に敷鉄板（87 枚）を敷設

する。 

  ウ 仮囲いの設置位置、敷鉄板の敷設位置については、別図 12・13 のとおり。 
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(2) 外周フェンスの設置 

ア 別図６・10・11 のとおり、外周フェンス基礎（L=209ｍ）を設置する。 

イ 外周フェンス基礎に、樹脂アンカーを用いて支柱を設置する。 

ウ 六角ボルト、ネジ等を使用し、支柱に胴縁ブラケットを設置し、胴縁ブラケットに胴縁と

横桟を固定する。 

エ ネジを用いて横桟と格子を固定する。 

オ Ａ駐輪場の出入口に門扉を設置する。門扉の設置箇所、詳細については別図２・８のとお

り。 

カ Ｂ駐輪場からＡ駐輪場に電気・通信を配線するためのケーブル渡り用ゲートを設置する。

設置位置、詳細については別図１・９のとおり。 

※フェンスの部材は、シャイングレー又は同等の色の仕上げとする。色については事前に委託

者に確認の上決定すること。 

(3) 駐輪場入退場機器、管理人室を設置するための架台（以下「架台」という。）の設置 

ア 鉄板、H形鋼、等辺山形鋼、溝形鋼、縞鋼板を使用して、架台を設置する。 

イ 駐輪場入退場機器、管理人室は別業務にて設置する。架台の設置については別図４・５を

参照し、委託者、駐輪場入退場機器の設置を行う業務の受託者と確認のうえ、作業を進める

こと。 

(4) 駐輪フェンスの設置 

 駐輪場内に駐輪フェンスを設置する。設置位置については、別図１・２・３のとおり。 

(5) サインの設置 

 駐輪場内及び駐輪場周辺に、サインを設置する。設置するサインの詳細については別図１及 

び 14～18 を参照し、文言等について事前に委託者と確認のうえ、作業を行うこと。 

 (6) 御影石の補修 

   本業務及び関連業務において、札幌駅南口駅前広場内の御影石等に損傷が発生した場合は、 

補修を行う。補修実施箇所については、委託者と協議の上、決定する。 

(7) 材料搬入 

   外周フェンス、架台等、人力での搬入が困難な資材については、交通規制を行った上で北 5

条線にクレーンを設置し、作業場所へ搬入すること。なお、交通規制を伴う作業を行う場合は、

作業日時について事前に委託者に確認の上、実施すること。 

(8) 作業の実施時間 

   作業の実施時間については、特に制限を設けないが、材料搬入時等に道路の規制を行う場合

は、事前に委託者に確認のうえ、21：00～翌 6：00 の間に実施すること。 
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６ 成果品 

成果品として下記を作成、とりまとめのうえ、電子データ及び書類により提出すること。デー

タ形式等については、委託者と協議を行う。 

(1) 作業工程ごとの写真 

(2) 作業完了写真 

(3) 作業完了後図面 

(4) その他、委託者が指示するもの 

７ 提出書類 

名称 様式 提出時期 

業務完了届 １ 業務終了後速やかに提出 

成果品 任意 業務終了後業務完了届と併せて提出 

施工計画書 任意 契約締結後速やかに提出し、委託者の承認を受けること 

８ 一般注意事項 

 (1) 受託者は、現場着手前に業務を遂行するために必要な手順や工法、計画工程等についての 

施工計画書を委託者に提出しなければならない。また、受託者は、施工計画書を遵守し業務を 

履行しなければならない。施工計画書の記載内容については、札幌市土木工事共通仕様書（１

―１―１―６）「施工計画書」に準じること。 

(2) 受託者は、諸法令の適用運用に当たり、当該業務に適用となる法令等を特定したうえで、そ

の一覧を施工計画書に明示し、委託者に提出すること。なお、主な諸法令は札幌市土木工事共

通仕様書（１―１―１―４０）「諸法令の遵守」を参照のこと。 

(3) 受託者は本業務の段階確認を受ける項目について、事前に委託者と協議を行うこと。 

(4) 排出ガス対策型建設機械については、札幌市土木工事共通仕様書（１―１―１―３６）「環

境対策」に記載の使用機種・条件を遵守するよう努めること。 

(5) 平成 9 年 10 月 1 日の「低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定」施行以前に低騒

音型機械として指定してきた建設機械（‘89 ラベル）については、平成 14 年 10 月 1 日より、

騒音規制法施行令で定める特定建設作業の対象となる建設機械として扱われるため、「特定建

設作業実施の届出」を行うこと。 

(6) 外周フェンス、架台、サイン、その他本市支給品を除く作業に必要な資材については、受託

者が製作又は調達すること。 

(7) 仮囲い、外周フェンス、架台設置時及びクレーン作業箇所等、除雪が必要な場合については、

受託者が実施すること。なお、南口駅前広場内については、人力除雪とすること。排雪が必要

となる場合は、別途委託者が指示する堆雪場へ運搬すること。 

(8) 作業区画内に車両が進入する場合は、誘導員を配置し、歩行者と接触することのないよう、

車両、歩行者に対し適切な誘導を行うこと。 

(9) 車道を規制しての作業を行う場合は、通行規制の表示、誘導員による一般車両への誘導を適

切に行い、事故発生の防止に努めること。 

(10)業務中に設置する看板については、汚損等（泥はね、着雪など）により、通行人の視認性低

下とならないよう、巡回確認により、修繕、塗装、清掃等の維持管理に努めること。 
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(11)業務の実施にあたっては、常に細心の注意を払い、第三者並びに作業従事者の安全を図るこ

と。 

(12)作業中における受託者側に起因する事故等については、受託者が一切の責を負うものとする。 

(13)作業中における事故の発生や異変があった場合は、速やかに委託者に連絡するとともに、必

要な措置を行うこと。 

(14)本業務において、受託者は法定外の労災保険に付さなければならない。 

(15)札幌市グリーン購入ガイドラインにより環境負荷低減を考慮した材料等を選定し、グリーン

購入の促進に努めること。 

(16)当該業務における苦情への対応及び報告書（様式２）について、施工計画書に明示すること。

また、委託者にその都度書面により報告し、指示を受けること。 

(17)この仕様書に定めのない事項については、相互に協議調整し、改善を図るものとする。 

９ 添付資料 

(1) 別図                              ・・・ 別添 



別図１

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務



※赤枠内の設備は別業務にて設置
　（本業務では架台のみ設置）

別図２



別図３

※赤枠内の設備は別業務にて設置
　（本業務では架台のみ設置）



別図４
※管理人室は別業務にて設置
　（本業務では架台のみ設置）

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務



別図５

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務



別図６

フェンス詳細図８

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務



別図７

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務



別図８

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務



別図９

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務

98×4.0t(アルミ)



札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務

別図１０　
外周フェンス基礎割付図（１）



札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務

別図１１　外周フェンス基礎割付図（２）



別図１２　仮設計画図（１）
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別図１３　仮設計画図（２）
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別図１４
サイン図（１）

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務



札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務

別図１５　サイン図（２）



札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務

別図１６　サイン図（３）

1か所

※⑨は欠番



14 置型サイン 4カ所

※材質・寸法は⑪置型サインと同様
　グレー色

7カ所

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務

別図１７　サイン図（４）

※材質・寸法は⑪置型サインと同様
　グレー色

2カ所

2カ所

2カ所

15 置型サイン

※⑭、⑮同様グレー色とする



札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備
に係る外周フェンス等設置業務

アピア入口
APIA Entrance

アピア入口
APIA Entrance

16 誘導サイン

17

1カ所

誘導サイン

※材質・寸法は⑫誘導サインと同様

※材質・寸法は⑫誘導サインと同様

1カ所

別図１８　サイン図（５）



様式１

住 所

商号又は名称

職 ・ 氏 名 印

札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備に係る外周フェンス等設置業務

備考　札幌市競争入札参加資格者（物品・役務）は、電子メールによる提出（押印不要）を
　　可とする。送信先等の提出方法は札幌市の指示に従うこと。

受付 印

職

職

　　　年　月　日上記のとおり完了届の提出があったので，この役務の履行検査に係る検
査員及び立会人については次の者に命じ、　　年　月　日に検査を実施してよろしいか。

検査員

立会人

氏　名

氏　名

上記役務は，　　年　　月　　日に完了したのでお届けします。

課　長 係　長 係

年　　月　　日

（　以 下 、札 幌 市 使 用 欄　）

完　了　届

年　　月　　日

（あて先）札幌市長

名　称

完了を確認した職員



受 付 番 号 ○○-○ 受 付 月 日 令和　年　月　日

受 付 者
（ 会 社 名 ）
（ 氏 名 ）

受 付 方 法

対 応 月 日

対 応 者
（ 会 社 名 ）
（ 氏 名 ）

１. この様式により難い場合は、この様式に準じた別の様式を使用できる。

備 考 欄

対 応 内 容

令和　年　月　日

○○○㈱
○○　○○

申 出 人 氏 名
（ 団 体 名 ）

申 出 人
(住所・連絡先)

受 付 件 名 ○○○○○○○について

受 付 内 容

1.来訪　2.電話　3.手紙・文書　4.その他（　　　　　　）

業 務 名 札幌駅南口駅前広場における自転車等駐車場整備に係る外周フェンス等
設置業務

○○○㈱

様式2

「 市 民 の 声 」 整 理 表

○○　○○


